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は
じ
め
に

　

岩
佐
又
兵
衛
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
「
舟
木
本
洛
中
洛
外
図
」は
、
都
市
風
俗
を
描

い
た
魅
力
的
な
絵
画
作
品
で
あ
る（
図
１
）。
筆
者
は
先
に
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
「
当

関
白
」の
文
字
の
あ
る
牛
車
に
注
目
し
、
制
作
年
、
発
注
者
、
目
的（
使
い
方
）な
ど

に
つ
い
て
考
察
し
た（

１
）。
し
か
し
、
黒
田
日
出
男
氏
は
近
著
に
よ
り
「
舟
木
本
洛
中
洛

外
図
」の
細
部
を
読
み
解
く
こ
と
に
よ
り
、
数
多
の
新
知
見
を
提
示
さ
れ
、
制
作
年
、

発
注
者
等
に
お
い
て
も
筆
者
等
と
は
異
な
る
見
解
を
発
表
さ
れ
た（
２
）。
全
体
に
お
い
て

教
わ
る
こ
と
は
多
い
も
の
の
、
い
く
つ
か
の
点
で
疑
問
も
感
じ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で

は
、
そ
の
点
を
含
め
て
前
稿
を
再
考
し
た
い
。

　
　
　
一
　
論
点
の
整
理

　

前
稿
に
お
い
て
筆
者
が
述
べ
た
主
な
論
点
は
、
左
隻
第
四
扇
上
部
に
見
ら
れ
る
牛

車
の
行
列（
図
２
）は
書
き
込
み
の
下
書
き
な
ど
よ
り
前
関
白
二
条
昭
実
と
考
え
ら
れ

る
こ
と
、
所
司
代
屋
敷
が
二
条
城
内
に
描
か
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
発
注
者
は
徳
川
方
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の
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
徳
川
方
と
二
条
氏
と
の
関
係
で
贈
答
が
行
わ

れ
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
論
で
あ
っ
た
。

　

一
方
、
黒
田
氏
は
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
牛
車
の
行
列
は

武
家
の
行
列
で
あ
り
、
牛
車
の
紋
な
ど
か
ら
徳
川
家
康
の
慶
長
一
一
年（
一
六
〇
六
）

の
参
内
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
二
条
城
内
に
描
か
れ
る
所
司
代
屋
敷
に
中
心
性
は
見

ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
発
注
者
に
関
わ
る
人
物
と
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
な
ど
で
あ

る
。
そ
し
て
、
屏
風
の
全
体
の
描
写
内
容
が
町
民
の
目
線
で
あ
る
こ
と
か
ら
上
層
町

民
の
発
注
の
可
能
性
が
高
い
こ
と
、
左
隻
第
四
扇
か
ら
第
五
扇
中
程
に
あ
る
雪
輪
笹

紋
の
付
く
町
家
の
裏
側
に
描
か
れ
る
人
物
が
発
注
者
に
関
係
す
る
可
能
性
の
高
い
こ

と
な
ど
を
推
測
す
る
。

　

筆
者
に
お
け
る
牛
車
の
行
列
と
発
注
者
に
つ
い
て
の
推
論
は
黒
田
氏
に
よ
り
明

快
に
否
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
論
証
の
過
程
を
見
る
と
若
干
の
疑
問
点
も
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
点
を
検
討
し
つ
つ
牛
車
行
列
と
発
注
者
等
に
つ
い
て
も
う
一
度

考
え
た
い
。

　
　
　
二
　
牛
車
の
行
列
に
つ
い
て

　

黒
田
氏
は
左
隻
第
四
扇
の
上
部
に
見
ら
れ
る
牛
車
行
列
に
つ
い
て
、
辻
惟
雄
氏

や
大
塚
活
美
は
「
当
関
白
」
を
文
字
通
り
に
受
け
取
っ
て
該
当
す
る
人
物
を
探
し
て

い
る
が
、
牛
車
に
付
い
て
い
る
三
つ
葉
葵
と
桐
紋
の
「
し
る
し
」
と
の
関
係
を
考
察

し
て
い
ず
、
そ
れ
で
は
絵
画
史
料
読
解
に
は
な
ら
な
い
と
指
摘
し
た
上
で
、
次
の
諸

点
を
提
示
す
る
。
第
一
に
、
先
頭
は
長
小
結
を
付
け
た
侍
烏
帽
子
に
素
襖
袴
姿
、
股

立
ち
の
若
い
武
士
が
左
右
に
各
五
人
、
そ
の
後
ろ
に
侍
烏
帽
子
に
素
襖
袴
姿
、
股
立

ち
で
、
髭
面
の
武
士
五
人
が
道
い
っ
ぱ
い
に
広
が
っ
て
い
て
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
武

家
の
行
列
だ
と
す
る
。
第
二
に
、
行
列
は
第
五
扇
の
若
い
武
士
か
ら
始
ま
り
、
第
四

扇
の
牛
車
と
二
挺
の
手
輿
、
さ
ら
に
そ
の
上
部
に
描
か
れ
る
二
騎
の
騎
馬
と
二
〇
人

近
い
白
丁
ま
で
続
く
と
し
、
こ
の
よ
う
な
大
行
列
を
組
む
牛
車
の
主
は
大
御
所
家
康

か
将
軍
秀
忠
の
い
ず
れ
か
と
考
え
る
の
が
可
能
性
の
高
い
推
理
だ
と
す
る
。
第
三
に
、

牛
車
の
背
後
に
は
二
挺
の
手
輿
が
並
ん
で
お
り
、
脇
に
は
被
衣
姿
の
二
人
の
女
と
、
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赤
傘
を
さ
し
か
け
る
侍
女
と
も
う
一
人
の
侍
女
が
い
る
と
し
、
二
挺
の
手
輿
に
乗
っ

て
い
る
の
は
家
康
か
秀
忠
の
子
息
で
あ
り
、
手
輿
の
傍
に
女
性
が
付
き
従
う
の
は
手

輿
の
人
物
が
子
供
で
あ
る
か
ら
だ
と
す
る
。
そ
し
て
、
文
献
資
料
の
博
捜
か
ら
慶
長

一
一
年
八
月
一
一
日
に
家
康
が
義
知（
七
歳
、
の
ち
の
初
代
尾
張
藩
主
義
直
。
母
は

相
応
院
）
と
頼
将
（
五
歳
、
の
ち
の
初
代
紀
伊
藩
主
頼
宣
。
母
は
養
珠
院
）を
伴
っ
て

参
内
し
た
行
列
が
描
か
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
と
す
る
。
黒
田
氏
は
こ
の
三
点
の

提
示
に
続
け
て
、
慶
長
一
一
年
に
は
後
陽
成
天
皇
が
在
位
し
て
い
た
が
、
行
列
が
向

か
っ
て
い
る
内
裏
に
は
南
門
が
あ
り
、
そ
れ
は
後
水
尾
天
皇
即
位
後
の
慶
長
一
八
年

一
二
月
以
降
の
こ
と
に
な
る
と
す
る
。
そ
の
後
、
黒
田
氏
の
叙
述
は
内
裏
の
描
写
の

読
解
か
ら
慶
長
一
二
年
の
猪
熊
事
件
に
及
び
、
第
四
扇
上
部
の
御
所
を
院
御
所
と
し

た
上
で
、
内
裏
は
後
陽
成
天
皇
の
内
裏
と
後
水
尾
天
皇
の
内
裏
の
ダ
ブ
ル
イ
メ
ー
ジ

で
描
か
れ
て
い
る
と
し
て
こ
の
論
点
を
終
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
牛
車
の
行
列
は
慶

長
一
一
年
八
月
の
家
康
の
も
の
で
あ
り
、
内
裏
は
慶
長
一
八
年
一
二
月
以
降
の
も
の

で
あ
る
が
、
両
者
は
矛
盾
し
な
い
と
い
う
論
法
で
あ
る
。

　

黒
田
氏
は
舟
木
本
の
金
雲
の
使
い
方
に
つ
い
て
、
右
隻
で
は
金
雲
に
よ
っ
て
七
つ

の
エ
リ
ア
に
分
け
ら
れ
て
い
る
が
、
左
隻
は
金
雲
が
切
れ
て
い
て
下
京
の
つ
な
が
り

を
表
現
し
て
い
る
と
す
る
。
し
か
し
、
左
隻
を
よ
く
見
る
と
黒
田
氏
が
院
御
所
と
し

た
第
四
扇
上
部
の
エ
リ
ア
は
金
雲
に
よ
り
分
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、

黒
田
氏
が
提
示
し
た
第
二
点
目
の
行
列
の
終
点
が
二
騎
の
騎
馬
と
二
〇
人
近
い
白
丁

ま
で
続
く
と
す
る
点
は
再
検
討
を
要
す
る
と
考
え
る
。
む
し
ろ
金
雲
の
囲
み
か
ら
判

断
す
る
な
ら
、
行
列
の
終
点
は
二
挺
の
手
輿
で
あ
り
、
そ
れ
に
続
く
土
塀
と
門
と
そ

の
内
側
の
建
物（
公
家
屋
敷
か
）ま
で
が
一
括
り
で
あ
る
。
黒
田
氏
は
行
列
の
先
頭
に

武
士
が
い
る
こ
と
か
ら
武
家
行
列
だ
と
す
る
が
、
牛
車
の
ま
わ
り
に
は
公
家
姿
が
八

人
い
て
、
牛
車
の
後
ろ
に
は
白
丁
が
続
く
と
し
て
い
る
。
三
つ
葉
葵
と
桐
紋
か
ら
徳

川
家
の
牛
車
で
あ
る
と
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
周
り
に
公
家
姿
や
白
丁
が
居
る

点
に
つ
い
て
、
矛
盾
は
な
い
と
し
て
か
、
特
に
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
手
輿
の

右
側
の
女
性
に
つ
い
て
は
輿

に
乗
る
子
供
に
付
き
従
う
女

性
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
も

し
そ
う
で
あ
る
な
ら
二
挺
の

手
輿
の
そ
れ
ぞ
れ
に
女
性
が

描
か
れ
る
の
が
普
通
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
、
仮
に
片
側
に

寄
っ
て
い
た
と
し
て
も
朱
傘

は
二
本
差
し
か
け
ら
れ
る
べ

き
で
あ
る
。も
ち
ろ
ん
一
本
を

省
略
し
て
い
る
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
が
。ま
た
、行
列
全
体

と
し
て
見
た
時
に
女
性
が
四

人
だ
け
加
わ
る
こ
と
も
不
自

然
の
よ
う
に
も
見
え
る
。つ
ま

り
、
こ
の
女
性
の
み
に
依
拠

し
て
手
輿
の
人
物
の
年
齢
を

推
測
す
る
の
は
少
し
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

黒
田
氏
は
、
内
裏
の
清
涼
殿
の
左
側
と
紫
宸
殿
の
右
側
に
描
か
れ
る
内
容
か
ら

慶
長
一
二
年
の
猪
熊
事
件
を
表
現
す
る
も
の
と
読
解
す
る
。
続
い
て
、
堀
川
押
小
路

の
橋
上
に
居
る
鷹
を
据
え
る
人
物
を
公
家
の
か
ぶ
き
者
と
し
、
慶
長
一
七
年
六
月
に

公
家
の
鷹
狩
り
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
と
す
る
。
次
い
で
二
条
城
の
大
手
門
を
潜
る
一

人
の
公
家
に
つ
い
て
検
討
し
、
二
条
城
内
の
振
る
舞
い
料
理
の
準
備
と
関
連
し
て
武

家
伝
奏
で
あ
る
と
推
測
し
、
二
人
着
任
す
る
は
ず
の
伝
奏
が
慶
長
一
七
年
十
月
か
ら

翌
一
八
年
七
月
ま
で
伝
奏
は
一
人
で
あ
っ
た
事
実
か
ら
そ
の
時
期
の
伝
奏
広
橋
兼
勝

を
描
い
た
も
の
と
す
る
。
こ
の
時
期
は
慶
長
一
八
年
六
月
の
公
家
衆
諸
法
度
が
定
め
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ら
れ
た
時
期
で
あ
り
、
七
月
に
は
所
司
代
板
倉
勝
重
が
伝
奏
広
橋
兼
勝
に
振
る
舞
い

を
し
た
と
い
う
史
料
を
提
示
し
て
、
二
条
城
内
の
描
写
を
説
明
す
る
。
そ
し
て
、
小

括
と
し
て
、
舟
木
本
は
右
隻
の
豊
国
定
舞
台
で
は
慶
長
一
九
年
の
出
来
事
を
、
左
隻

の
二
条
城
で
は
慶
長
一
八
年
の
出
来
事
を
描
か
せ
た
も
の
と
ま
と
め
て
い
る
。
な
お
、

板
倉
の
広
橋
へ
の
振
る
舞
い
は
所
司
代
屋
敷
で
行
わ
れ
た
可
能
性
が
高
い
が
、
舟
木

本
で
は
所
司
代
屋
敷
を
描
か
な
い
た
め
に
二
条
城
を
使
っ
て
描
か
れ
た
と
補
足
さ
れ

て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
左
隻
の
描
写
に
つ
い
て
の
歴
史
的
分
析
は
ほ
と
ん
ど

な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
だ
け
に
黒
田
氏
の
分
析
は
実
に
興
味
深
い
が
、
細
部
に
関
し

て
少
し
深
読
み
し
す
ぎ
て
い
な
い
か
と
い
う
気
が
す
る
。
左
隻
の
二
条
城
で
は
慶
長

一
八
年
の
出
来
事
を
描
か
せ
た
と
し
な
が
ら
、
慶
長
一
二
年
の
猪
熊
事
件
、
慶
長

一
七
年
六
月
の
公
家
の
鷹
狩
り
禁
止
な
ど
の
描
写
を
探
り
出
し
て
い
く
の
は
、
慶
長

一
一
年
八
月
の
家
康
の
牛
車
行
列
と
の
年
代
差
を
埋
め
合
わ
せ
る
作
業
か
の
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
公
家
の
放
鷹
に
つ
い
て
は
元
和
以
降
の
資
料
も
あ
り（

３
）、
年
代
の
特
定
が

難
し
い
描
写
で
あ
る
。
内
裏
の
逢
瀬
や
上
臈
の
描
写
に
つ
い
て
も
必
ず
し
も
猪
熊
事

件
と
関
連
づ
け
る
必
要
は
な
い
。
二
条
城
内
の
振
る
舞
い
料
理
の
準
備
の
描
写
に
つ

い
て
も
、
大
手
門
を
潜
る
公
家
の
場
面
と
は
金
雲
に
よ
り
区
切
ら
れ
て
い
て
、
一
連

の
図
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
二
条
城
内
の
振
る
舞
い
を
武
家
伝
奏
の
公
家
と
連
動

さ
せ
な
い
な
ら
武
家
伝
奏
の
描
写
を
慶
長
一
八
年
の
出
来
事
と
断
定
す
る
の
も
難
し

く
な
る
か
も
し
れ
ず
、
二
人
在
任
の
伝
奏
を
一
人
で
代
表
さ
せ
て
描
い
た
と
す
る
な

ら
年
次
の
特
定
も
困
難
に
な
っ
て
い
く
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
舟
木
本
の
全
体
と
し
て
は
慶
長
末
年
の
景
観
を
描
い

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
牛
車
の
行
列
の
み
七
～
八
年
前
の
出
来
事
を
描
い
た
と

す
る
こ
と
は
、
余
程
の
理
由
が
な
い
限
り
不
自
然
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
黒
田
氏
に

お
い
て
は
そ
れ
が
後
陽
成
天
皇
の
内
裏
と
後
水
尾
天
皇
の
内
裏
の
ダ
ブ
ル
イ
メ
ー
ジ

と
し
て
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
牛
車
の
行
列
を
「
当
関
白
」
の
も
の
と
す
る
な

ら
そ
の
見
方
を
持
ち
出
さ
な
く
て
も
説
明
が
可
能
で
あ
る
。

　

前
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
牛
車
の
上
に
は
文
字
の
書
き
込
み
が
あ
る
が
剥
落
し
て

い
て
読
め
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
下
書
き
が
見
え
て
い
て
、「
当
関
白
」と
判
読
で
き

る
。
黒
田
氏
は
こ
の
文
字
に
つ
い
て
あ
く
ま
で
も
下
書
き
な
の
で
あ
る
と
す
る
が
、

下
書
き
の
情
報
も
図
像
の
読
解
の
上
で
は
貴
重
な
も
の
と
考
え
る
。
黒
田
氏
は
牛
車

に
付
い
て
い
る
三
つ
葉
葵
と
桐
紋
の「
し
る
し
」が
最
良
の
手
が
か
り
で
あ
る
と
す
る

が
、
前
稿
に
お
い
て
も
三
つ
葉
葵
紋
を
付
け
た
牛
車
は
徳
川
将
軍
用
の
も
の
で
あ
る

と
し
て
検
討
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
慶
長
二
〇
年
五
月
一
六
日
に
摂
家
の
二
条
昭

実
、
九
条
忠
栄
、
鷹
司
信
房
の
三
人
が
参
内
し
て
い
る
事
実
か
ら
、
牛
車
と
二
挺
の

輿
の
描
写
は
二
条
昭
実
が
懇
意
で
あ
る
徳
川
家
の
牛
車
を
借
り
て
九
条
忠
栄
、
鷹
司

信
房
と
と
も
に
参
内
し
た
と
き
の
姿
を
描
い
た
も
の
と
推
測
し
た
次
第
で
あ
る（

４
）。

　

先
学
の
研
究
に
よ
る
と
、
室
町
時
代
に
な
る
と
経
済
的
な
理
由
で
牛
車
は
だ
ん

だ
ん
に
廃
れ
て
き
て
、
室
町
時
代
後
期
に
は
板
輿
に
変
化
し
た
と
さ
れ
る（

５
）。
天
正

一
六
年（
一
五
八
八
）、
関
白
の
豊
臣
秀
吉
は
後
陽
成
天
皇
の
聚
楽
第
行
幸
に
際
し

て
牛
車
を
制
作
し
て
乗
用
し
た
。
慶
長
八
年
、
徳
川
家
康
は
将
軍
職
宣
下
の
拝
賀
に

参
内
し
た
際
に
葵
紋
の
付
く
牛
車
を
使
用
し
て
い
て
、
徳
川
家
は
牛
車
を
所
持
し
て

い
た（

６
）。二
条
昭
実
は
慶
長
二
〇
年
七
月
二
八
日
に
二
度
目
の
関
白
宣
下
を
受
け
る
が
、

そ
の
時
に
牛
車
の
使
用
に
つ
い
て
も
旧
の
如
く
認
め
ら
れ
て
い
る（
７
）。
こ
れ
ら
の
こ
と

か
ら
、関
白
宣
下
以
前
の
こ
の
時
点
に
お
い
て
は
自
前
の
牛
車
に
乗
る
資
格
は
な
く
、

徳
川
家
の
も
の
を
借
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

牛
車
の
行
列
の
向
き
を
見
る
な
ら
、
内
裏
南
門
前
の
道
を
東
か
ら
西
に
向
か
っ
て

い
る
。
仮
に
将
軍
の
二
条
城
か
ら
の
参
内
と
す
る
な
ら
、
内
裏
南
門
に
至
る
に
は
西

か
ら
東
に
向
か
っ
て
進
む
こ
と
に
な
り
、
描
写
内
容
と
合
わ
な
い
。
摂
家
の
行
列
と

考
え
る
な
ら
、
当
時
の
二
条
邸
は
内
裏
南
門
よ
り
東
南
側
に
あ
り
、
進
行
方
向
と
は

矛
盾
し
な
い
。
手
輿
の
後
ろ
側
に
描
か
れ
る
公
家
屋
敷
風
の
建
物
は
二
条
邸
を
描
い

た
も
の
と
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
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黒
田
氏
の
エ
ピ
ロ
ー
グ
で
は
、
寛
永
一
四
年
に
岩
佐
又
兵
衛
が
福
井
か
ら
江
戸

に
向
か
っ
た
と
き
に
書
い
た
日
記「
廻
国
道
之
記
」を
紹
介
し
、
途
中
、
京
都
に
一
〇

日
間
あ
ま
り
滞
在
し
た
時
の
様
子
な
ど
を
記
し
て
い
る
。
黒
田
氏
は
言
及
し
て
い
な

い
が
、「
廻
国
道
之
記
」に
は
二
条
昭
実
の
こ
と
が
出
て
い
る（
８
）。「
わ
れ
い
に
し
へ
わ
か

く
盛
ん
な
る
時
、
み
や
こ
に
久
し
く
住
な
れ
、
其
上
二
条
は
関
白
前
大
政
大
臣
明
実

公
の
御
所
に
立
入
し
時
、
折
節
は
詩
歌
の
あ
そ
び
、
或
時
は
管
弦
、
又
或
る
時
は
御

酒
宴
の
遊
舞
様
々
な
り
し
を
見
も
し
聞
き
も
し
つ
る
が
」
と
記
し
て
い
る
。
岩
佐
又

兵
衛
は
二
条
昭
実
と
接
点
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
二
条
邸
や
「
当
関
白
」
の
牛
車

に
つ
い
て
も
親
近
感
を
持
っ
て
描
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

　
　
　
三
　
屏
風
の
発
注
者
に
つ
い
て

　

前
稿
に
お
い
て
筆
者
は
所
司
代
屋
敷
が
二
条
城
内
に
描
か
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら

発
注
者
は
所
司
代
板
倉
氏
の
可
能
性
を
推
測
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
小
島
道
裕

氏
は
洛
中
洛
外
図
の
一
般
的
な
制
作
目
的
か
ら
し
て
地
方
有
力
者
の
注
文
で
あ
る
と

し
、
又
兵
衛
が
舟
木
本
制
作
後
に
福
井
に
移
住
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
福
井
藩
二

代
藩
主
松
平
忠
直
を
発
注
者
の
候
補
に
し
た
い
と
し
て
い
る（

９
）。

　

黒
田
氏
は
、
左
隻
第
三
扇
か
ら
第
五
扇
に
描
か
れ
る
武
家
の
行
列
を
板
倉
重
昌

の
そ
れ
と
し
た
う
え
で
、
二
条
城
内
で
民
事
裁
判
を
裁
く
板
倉
勝
重
の
描
写
な
ど
に

も
触
れ
て
、
板
倉
家
と
か
か
わ
り
の
あ
る
人
物
が
注
文
主
の
可
能
性
も
生
じ
る
と
指

摘
し
つ
つ
も
、
画
面
全
体
に
見
ら
れ
る
歓
楽
・
遊
楽
的
な
風
俗
表
現
は
板
倉
氏
に
は

相
応
し
く
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
画
面
各
所
の
検
討
か
ら
板
倉
氏
と
親
し
い
か
近

い
と
こ
ろ
に
い
た
下
京
の
町
人
だ
と
す
る
。
さ
ら
に
、
町
家
に
か
か
る
暖
簾
に
注
目

し
、
左
隻
第
四
扇
中
央
左
端
の
雪
輪
笹
紋
の
暖
簾
の
か
か
る
家
に
焦
点
を
絞
り
、
屋

根
、
裏
庭
、
縁
側
に
座
る
人
物
へ
と
検
討
を
進
め
、
こ
の
人
物
こ
そ
が
注
文
主
だ
と

す
る
。
人
物
に
つ
い
て
は
、
貞
享
二
年
の
『
京
羽
二
重
』
を
手
掛
か
り
に
板
倉
家
の

呉
服
所
を
つ
と
め
た
笹
屋
半
四
郎
の
祖
父
か
父
で
あ
る
と
推
測
す
る
。
黒
田
氏
の
論

証
は
幾
重
に
も
重
な
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
説
得
力
に
富
む
も
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
点
を
再
考
し
て
み
よ
う
。
結
論
と
し
て
は
、
雪
輪
笹
紋
の
暖
簾
の
か
か
る

家
の
人
物
を
発
注
者
と
す
る
点
は
支
持
し
た
い
と
思
う
。

　

筆
者
は
前
稿
に
お
い
て
二
条
通
の
武
家
行
列
と
内
裏
前
の
牛
車
の
行
列
に
注
目
し

た
。
前
者
は
舟
木
本
で
最
大
の
武
家
行
列
で
あ
り
、
画
面
中
央
に
描
か
れ
て
い
る
こ

と
、
二
条
城
に
向
か
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
こ
の
作
品
の
鍵
に
な
る
も
の
の
一
つ
と
し

た
が
、
そ
の
描
写
内
容
か
ら
人
物
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
時
代
状
況
か
ら
将

軍
秀
忠
の
可
能
性
を
提
示
し
た
。
た
だ
し
、
暴
れ
て
い
る
馬
を
描
く
な
ど
、
そ
れ
自

体
で
発
注
者
や
贈
呈
先
と
す
る
に
は
無
理
が
あ
る
と
感
じ
た
こ
と
に
よ
り
牛
車
行
列

に
注
目
し
た
の
で
あ
る
が
、
画
面
の
内
容
が
牛
車
行
列
に
収
斂
し
て
い
な
い
と
の
意

見
も
あ
り
）
（1
（

、
再
考
の
必
要
性
を
感
じ
て
い
た
。
黒
田
氏
の
検
討
に
よ
り
、
武
家
行
列

の
駕
籠
舁
き
の
衣
装
に
鞠
挟
紋
が
見
出
さ
れ
）
（（
（

、
そ
こ
か
ら
板
倉
勝
重
の
子
息
の
重
昌

の
行
列
で
あ
る
と
導
き
出
さ
れ
た
こ
と
は
大
き
な
成
果
で
あ
る
。
黒
田
氏
は
続
い
て

板
倉
重
昌
の
行
列
は
ど
の
よ
う
な
出
来
事
に
関
係
す
る
か
の
検
討
を
し
、
慶
長
一
四

年
の
猪
熊
事
件
か
慶
長
一
九
年
の
方
広
寺
鐘
銘
事
件
の
ど
ち
ら
か
と
し
た
上
で
、
右

隻
第
一
扇
の
方
広
寺
鐘
楼
の
描
き
方
が
不
自
然
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
前
者
の
事
件
だ

と
推
論
す
る
。
し
か
し
、
左
隻
第
三
扇
の
六
角
堂
の
鐘
楼
の
描
き
方
も
方
広
寺
と
同

様
に
撞
木
の
縄
を
外
側
に
描
い
て
い
て
、
こ
の
描
き
方
だ
け
を
も
っ
て
不
自
然
で
あ

る
と
結
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
右
隻
・
左
隻
の
建
物

等
の
年
代
観
が
慶
長
一
九
年
前
後
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
の
行
列
も
方
広
寺

鐘
銘
事
件
に
関
連
す
る
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

筆
者
は
前
稿
に
お
い
て
、
二
条
城
内
に
描
か
れ
た
裁
判
の
場
面
に
つ
い
て
、
画
面

構
成
の
上
か
ら
二
条
城
の
北
側
に
所
司
代
屋
敷
を
配
置
で
き
な
く
な
り
二
条
城
内
に

そ
れ
を
入
れ
込
ん
だ
と
考
え
、
そ
の
こ
と
か
ら
発
注
者
と
し
て
京
都
所
司
代
の
関
与
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の
可
能
性
を
推
測
し
た
。
し
か
し
、
舟
木
本
を
も
う
一
度
よ
く
見
る
と
、
画
面
全
体

に
わ
た
っ
て
地
理
的
な
位
置
関
係
の
齟
齬
す
る
も
の
は
か
な
り
指
摘
で
き
る
。
大
仏

の
南
東
に
位
置
す
る
豊
国
廟
が
大
仏
の
上
部
に
描
か
れ
る
こ
と
、
五
条
通
の
延
長
上

の
道
が
二
条
通
に
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
多
々
あ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、

二
条
城
内
の
裁
判
の
場
面
は
所
司
代
屋
敷
を
描
き
や
す
い
場
所
に
挿
入
し
た
と
考
え

た
方
が
自
然
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
同
様
に
、
黒
田
氏
が
指
摘
し
た
院
御
所
も
、
従

来
は
地
理
的
な
位
置
か
ら
女

院
御
所
と
さ
れ
て
い
た
こ
と

か
ら
筆
者
も
前
稿
で
は
新
上

東
門
院
御
所
と
解
し
た
が
、

そ
こ
で
の
人
物
描
写
な
ど
か

ら
は
院
御
所
の
方
が
相
応
し

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
二
条
城
内
の
裁
判

の
場
面
に
つ
い
て
も
、
黒
田

氏
の
言
う
よ
う
に
二
条
城
と

所
司
代
屋
敷
は
一
体
で
あ
る

か
ら
所
司
代
で
行
わ
れ
て
い

た
訴
訟
を
二
条
城
に
描
い
た

と
す
る
よ
り
も
、
所
司
代
屋

敷
の
姿
を
地
理
的
に
歪
ま
せ

て
二
条
城
の
左
側
に
押
し
込

ん
で
描
い
た
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
と
思
う
。

　

牛
車
行
列
、
二
条
通
の
武

家
行
列
、
二
条
城
と
所
司
代

屋
敷
を
見
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
筆
者
の
前
稿
に
お
け
る
発
注
者
の
推
測
は
当
を
得
て

い
な
か
っ
た
と
感
じ
る
。
た
だ
し
、
舟
木
本
の
画
面
全
体
と
し
て
は
四
条
河
原
な
ど

の
遊
興
の
風
景
が
活
き
活
き
と
描
か
れ
て
い
て
、
豊
臣
・
徳
川
が
対
峙
す
る
緊
迫
感

が
高
ま
っ
た
時
期
の
作
品
と
い
う
よ
り
も
解
放
感
を
基
調
に
し
た
作
品
だ
と
見
た
点

は
変
え
る
必
要
が
な
い
と
考
え
る
。
黒
田
氏
は
、
舟
木
本
の
画
面
構
成
・
描
写
対
象

か
ら
本
来
の
洛
中
洛
外
図
屏
風
で
は
な
く
、「
下
京
・
東
山
遊
楽
図
屏
風
」と
名
付
け

る
の
が
相
応
し
い
と
す
る
が
、
そ
の
点
で
は
同
感
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
小
島
氏

が
洛
中
洛
外
図
を
一
般
的
に
は
地
方
有
力
者
の
注
文
で
あ
る
と
す
る
点
は
、
こ
の
屏

風
に
は
当
て
嵌
ま
ら
な
い
と
考
え
る
。
四
条
河
原
や
六
条
三
筋
町
な
ど
の
遊
興
の
風

景
を
快
活
に
描
く
こ
と
か
ら
、
黒
田
氏
が
下
京
に
生
き
る
町
人
の
一
人
を
発
注
者
と

推
測
し
た
点
に
賛
意
を
表
す
る
。

　

次
に
、黒
田
氏
が
提
示
し
た
雪
輪
笹
紋
の
暖
簾
の
か
か
る
家
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

同
家
は
左
隻
画
面
の
中
央
部
付
近
に
位
置
し
、
左
隻
で
最
も
目
立
つ
武
家
行
列
の
中

心
付
近
に
あ
っ
て
、
画
面
の
配
置
の
上
か
ら
も
鍵
と
な
り
う
る
町
家
の
一
つ
だ
と
い

え
る
。
黒
田
氏
は
、
雪
輪
笹
紋
の
暖
簾
の
家
に
つ
い
て
二
条
通
に
面
す
る
程
度
に
し

か
言
え
な
い
と
す
る
が
、
そ
の
家
の
右
側
の
交
差
点
の
四
方
に
あ
る
店
を
検
討
す
る

と
、
西
入
ル
北
側
に
は
唐
物
屋
、
薬
種
屋
、
上
ル
東
側
に
は
漆
器
屋
、
東
入
ル
北
側

に
は
研
師
、柄
巻
師
、漆
器
屋
、下
ル
東
側
に
は
漆
器
屋
、塗
師
屋
が
見
え
る（
図
３
）。

柄
巻
師
は
刀
の
柄
を
補
強
す
る
職
人
で
、
人
数
的
に
は
少
な
い
職
業
で
あ
る
。
柄
巻

師
は
、
貞
享
年
間
の『
京
羽
二
重
』
巻
一
で
は
二
条
通
の
新
町
西
に
あ
る
と
し
、
同
書

巻
六
で
は
二
条
通
の
西
洞
院
と
堀
川
の
内
に
あ
る
と
す
る

）
（1
（

。
図
４
に
示
し
た
よ
う
に
、

二
条
通
に
直
交
す
る
南
北
の
道
は
、
烏
丸
通
か
ら
西
に
数
え
る
と
室
町
通
、
新
町
通
、

西
洞
院
通
、
油
小
路
通
、
堀
川
通
の
順
で
、『
京
羽
二
重
』巻
一
か
ら
判
断
す
る
と
雪

輪
笹
紋
の
家
の
右
側
の
交
差
点
は
西
洞
院
通
か
油
小
路
通
、
同
書
巻
六
か
ら
考
え
る

と
油
小
路
通
に
な
る
。
同
書
巻
六
で
は
油
小
路
通
二
条
下
ル
町
に
塗
師
が
あ
る
と
す

る
こ
と
か
ら
、
交
差
点
は
二
条
油
小
路
を
描
く
可
能
性
が
高
い
と
言
え
よ
う
。
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図3　二条通油小路通付近
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黒
田
氏
が
エ
ピ
ロ
ー
グ
で
触
れ
た
よ
う
に
「
廻
国
道
之
記
」
に
出
て
く
る
又
兵
衛

の
古
い
知
人
は
二
条
油
小
路
に
い
た
。
原
文
で
は
「
み
や
こ
は
二
条
油
の
小
路
に
て

ゆ
か
り
の
家
に
入
ぬ
れ
ば
、
年
久
敷
し
て
相
見
し
と
て
、
あ
る
じ
さ
ま
ざ
ま
に
も
て

な
し
て
、
こ
よ
な
き
心
の
色
を
見
す
る
程
に
、一
〇
日
あ
ま
り
逗
留
し
侍
り
け
る
」と

あ
っ
て
、
彼
は
又
兵
衛
を
歓
待
し
て
い
る
。
二
条
油
小
路
に
あ
る
雪
輪
笹
紋
の
暖
簾

の
家
が
こ
の
人
物
に
相
当
す
る
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
せ
る
。

　

こ
の
家
に
つ
い
て
、
黒
田
氏
は
室
町
二
条
上
ル
町
に
あ
る
呉
服
所
の
笹
屋
半
四
郎

と
の
関
係
を
想
定
す
る
が
、
室
町
二
条
と
二
条
油
小
路
と
で
は
少
し
離
れ
て
い
て
、

描
き
誤
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
雪
輪
笹
紋
の
暖
簾
か
ら
直
ぐ
に
笹

屋
と
い
う
屋
号
が
結
び
付
く
か
ど
う
か
も
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
黒
田
氏
は『
京
羽

二
重
』や『（
官
位
補
略
）』を
史
料
と
し
て
検
討
し
た
が
、
類
似
の
資
料
に「
京
都
筋
目

有
之
町
人
」
を
掲
載
す
る
も
の
が
あ
る

）
（1
（

。
こ
れ
は
幕
府
か
ら
御
用
を
仰
せ
付
け
ら
れ

た
家
筋
の
者
を
列
挙
し
た
資
料
で
、
そ
の
中
に
油
小
路
二
条
上
ル
町
と
し
て
曾
谷
可

卜
と
鍛
冶
了
躬
と
が
載
る
。
屏
風
に
描
か
れ
た
町
人
は
油
小
路
二
条
西
入
ル
北
側
の

家
で
あ
る
の
で
油
小
路
二
条
上
ル
と
は
異
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
近
く
で
あ
る
こ

と
は
間
違
い
な
い
。
曾
谷
可
卜
と
鍛
冶
了
躬
が
ど
の
よ
う
な
由
緒
を
持
つ
家
で
あ
る

の
か
は
今
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
が
、
筋
目
有
之
町
人
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
上
層
町
人
で
あ
り
、屏
風
の
発
注
者
に
相
応
し
い
町
人
階
層
だ
と
い
え
よ
う
。

　

町
人
層
に
よ
る
屏
風
の
需
要
状
況
・
発
注
目
的
に
つ
い
て
、
文
献
資
料
か
ら
は

明
ら
か
に
し
え
な
い
が
、
元
和
六
年
の
徳
川
和
子
の
入
内
を
描
い
た
洛
中
洛
外
図
屏

風（
個
人
蔵
）、
寛
永
三
年（
一
六
二
六
）
の
後
水
尾
天
皇
の
二
条
城
行
幸
を
描
い
た

屏
風（
泉
屋
博
古
館
蔵
）、
寛
永
年
間
の
祇
園
祭
礼
図
屏
風（
京
都
国
立
博
物
館
蔵
）

な
ど
の
絵
画
資
料
で
は
、
行
列
を
見
る
仮
設
の
桟
敷
に
屏
風
を
立
て
る
図
、
町
家
の

一
階
や
二
階
に
草
花
図
屏
風
な
ど
を
飾
る
図
が
見
ら
れ
る

）
（1
（

。
こ
の
こ
と
か
ら
、
江
戸

時
代
前
期
に
は
町
人
層
に
お
い
て
も
、
晴
れ
の
日
の
家
飾
り
や
桟
敷
で
の
調
度
品
と

し
て
屏
風
を
使
用
し
、
そ
の
た
め
に
購
入
・
制
作
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
推
測
し
た
場
合
、
当
関
白
の
牛
車
行
列
や
二
条
通
の
板
倉
重

昌
の
行
列
は
ど
の
よ
う
に
解
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。
前
節
で
記
し
た
よ
う
に
、
岩
佐
又

兵
衛
は
二
条
昭
実
と
接
点
が
あ
っ
た
。
京
都
に
在
住
す
る
公
家
た
ち
は
、
公
家
や
僧

侶
だ
け
で
な
く
、上
層
町
人
と
も
接
点
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。

又
兵
衛
に
屏
風
を
発
注
す
る
町
人
な
ら
、
又
兵
衛
が
何
度
も
訪
ね
た
二
条
昭
実
と
接

点
を
持
っ
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
の
町
人
に
と
っ
て
「
当
関
白
」（
二
条
昭
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図4　二条通油小路通付近の道路名（寛永年間刊行の地図「都記」に加筆）
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実
）
の
牛
車
を
描
く
こ
と
に
違
和
感
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

京
都
の
町
人
に
と
っ
て
幕
府
と
の
接
点
は
、
京
都
所
司
代
で
あ
っ
た
。
寛
文
八
年

（
一
六
六
八
）に
京
都
町
奉
行
が
成
立
す
る
ま
で
、
京
都
の
町
の
民
政
も
京
都
所
司
代

の
管
轄
で
あ
り
、
江
戸
時
代
初
期
の
京
都
の
町
人
に
と
っ
て
京
都
所
司
代
の
板
倉
勝

重
は
幕
府
方
の
窓
口
と
な
る
人
物
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
で
、
板
倉
勝
重
と
そ
の
子
息

の
板
倉
重
昌
と
を
屏
風
に
描
く
こ
と
に
、
そ
う
大
き
な
違
和
感
は
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

　
　
　
お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、黒
田
氏
の
研
究
を
受
け
て
筆
者
の
前
稿
を
見
直
し
て
み
た
。
論
点
を
、

「
当
関
白
」の
書
き
込
み
の
あ
る
牛
車
の
行
列
を
ど
の
よ
う
に
見
る
の
か
、
発
注
者
を

ど
の
よ
う
に
見
る
の
か
、
の
二
点
に
絞
っ
て
考
察
し
た
。
一
点
目
に
つ
い
て
、
黒
田

氏
は
牛
車
の
行
列
は
先
頭
を
行
く
武
士
か
ら
も
武
家
の
行
列
で
あ
り
、
牛
車
に
付
く

葵
紋
や
随
行
す
る
被
衣
姿
の
女
性
な
ど
か
ら
徳
川
家
康
の
慶
長
一
一
年
八
月
の
参
内

と
考
え
ら
れ
る
と
し
た
。
し
か
し
、「
当
関
白
」と
い
う
文
字
情
報
も
加
味
し
て
考
察

す
る
な
ら
徳
川
家
康
の
参
内
と
す
る
に
は
無
理
が
あ
り
、
今
の
と
こ
ろ
前
関
白
二
条

昭
実
の
参
内
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
結
論
し
た
。

　

二
点
目
に
つ
い
て
は
、
黒
田
氏
が
画
面
全
体
に
描
か
れ
る
遊
楽
的
な
内
容
よ
り

町
人
層
を
想
定
し
た
こ
と
に
賛
意
を
示
し
た
う
え
で
、
黒
田
氏
が
発
注
者
に
推
測
し

た
左
隻
第
四
扇
か
ら
第
五
扇
に
か
け
て
の
町
家
の
住
民
が
、
寛
永
一
四
年
に
又
兵
衛

が
記
し
た
「
廻
国
道
之
記
」
に
出
て
く
る
「
二
条
油
小
路
の
ゆ
か
り
の
家
」
の
主
に
該

当
す
る
の
で
は
と
考
え
た
。
そ
の
人
物
に
つ
い
て
、
黒
田
氏
は
笹
屋
半
四
郎
と
関
係

す
る
人
物
と
推
測
し
た
が
、江
戸
時
代
中
期
初
頭
の
資
料
に「
京
都
筋
目
有
之
町
人
」

と
し
て
載
る
曾
谷
可
卜
や
鍛
冶
了
躬
な
ど
の
先
祖
の
可
能
性
を
提
示
し
て
み
た
。
い

ず
れ
の
点
に
つ
い
て
も
、
ま
だ
推
論
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
が
、
関
係
資
料
の

探
索
に
努
め
、
少
し
で
も
核
心
に
近
づ
き
た
い
と
考
え
る
。

〔
注
釈
〕

（
1
） 

大
塚
活
美「
舟
木
本
洛
中
洛
外
図
屏
風
の
構
想
に
つ
い
て
―
『
当
関
白
』
の
牛
車
を
手
掛
か

り
に
―
」（『
ア
ー
ト
・
リ
サ
ー
チ
』一
四
、二
〇
一
四
年
）。

（
２
） 

黒
田
日
出
男『
洛
中
洛
外
図
・
舟
木
本
を
読
む
』（
角
川
選
書
、
二
〇
一
五
年
）。

（
３
） 『
泰
重
卿
記
』
元
和
七
年
七
月
一
三
日
条
、
同
書
元
和
一
〇
年
正
月
二
一
日
条
。
根
崎
光
男

「
近
世
の
鷹
狩
を
め
ぐ
る
将
軍
と
天
皇
・
公
家
」（『
人
間
環
境
論
集
』
六（
二
）
法
政
大
学
、

二
〇
〇
六
年
）。

（
４
） 「
泰
重
卿
記
」慶
長
二
〇
年
五
月
一
七
日
条（『
史
料
纂
集
九
五　

泰
重
卿
記
』、
続
群
書
類
従

完
成
会
、
一
九
九
三
年
）。
な
お
、
注（
１
）
の
前
稿
に
お
い
て
、
参
内
の
月
日
を
五
月
一
五

日
と
記
し
た
が
、
正
し
く
は
五
月
一
六
日
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
訂
正
す
る
。

（
５
） 

櫻
井
芳
昭『
も
の
と
人
間
の
文
化
史　

一
六
〇　

牛
車
』（
法
政
大
学
出
版
局
、二
〇
一
二
年
）。

（
６
）
牛
車
に
よ
る
将
軍
の
参
内
を
描
く
洛
中
洛
外
図
に
は
京
都
国
立
博
物
館
本（
Ａ
甲
八
一
一
）

な
ど
が
あ
る
。

（
７
） 『
公
卿
補
任
』慶
長
二
〇
年
条
。

（
８
） 

鈴
木
廣
之「
廻
国
道
の
記
」（『
美
術
研
究
』
第
三
二
七
号
、
第
三
二
九
号
、
第
三
三
三
号
、

一
九
八
五
年
）。
原
文
は
「
二
条
は
関
白
前
大
政
大
臣
明
実
公
」と
あ
る
が
、
鈴
木
氏
は
註
に

お
い
て『
公
卿
補
任
』に
は
二
条
明
実
は
見
当
た
ら
ず
、「
あ
き
ざ
ね
」は
二
条
昭
実
の
こ
と
と

考
え
て
よ
い
と
す
る
。「
廻
国
道
之
記
」
の
全
文
は
『
岩
佐
又
兵
衛
展
』（
福
井
県
立
美
術
館
、

二
〇
一
六
年
）
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る（
畠
山
浩
一
翻
刻
）。

（
９
） 

小
島
道
裕「
そ
れ
は
誰
が
見
た
か
っ
た
京
都
か
―
構
図
に
見
る
洛
中
洛
外
図
屏
風
の
系
譜
関
係

―
」（『
京
を
描
く
―
洛
中
洛
外
図
の
時
代
―
』（
京
都
文
化
博
物
館
、
二
〇
一
五
年
）。
小
島

道
裕『
洛
中
洛
外
図
屏
風　

つ
く
ら
れ
た
〈
京
都
〉を
読
み
解
く
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
六

年
）。

（
10
） 
注（
９
）
の
京
都
文
化
博
物
館
特
別
展「
京
を
描
く
―
洛
中
洛
外
図
の
時
代
―
」を
準
備
す
る

企
画
委
員
会
に
お
い
て
、
小
島
道
裕
氏
な
ど
か
ら
指
摘
を
受
け
た
。
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（
11
） 

右
隻
第
二
扇
の
大
仏
殿
前
の
籠
舁
き
の
衣
装
に
も
鞠
挟
紋
が
見
出
さ
れ
る
。

（
12
） 「
京
羽
二
重
」（『
新
修
京
都
叢
書
』第
二
巻
、
臨
川
書
店
、
一
九
六
九
年
）。

（
13
） 

元
禄
六
・
七
年
頃
の
編
纂
と
さ
れ
る
「
京
都
役
所
方
覚
書
」（『
京
都
町
触
集
成
』
別
巻
一
所
収

（
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
）
所
収
。

（
14
） 「
洛
中
洛
外
図
」左
隻
第
二
扇
の
町
家
二
階
、
第
三
扇
の
桟
敷（『
新
発
見
洛
中
洛
外
図
屏
風
』、

青
幻
舎
、
二
〇
〇
七
年
）。「
二
条
城
行
幸
図
」
左
隻
第
一
扇
・
右
隻
第
五
扇
・
同
第
六
扇
の

町
家
一
階
、
左
隻
第
四
扇
の
町
家
二
階
、
左
隻
第
三
扇
・
同
第
六
扇
の
桟
敷（『
二
条
城
行
幸

図
屏
風
の
世
界
』、サ
ビ
ア
、二
〇
一
四
年
）。「
祇
園
祭
礼
図
」左
隻
第
二
扇
の
町
家
一
階（『
近

世
風
俗
画
４　

祭
り
と
し
ば
い
』、
淡
交
社
、
一
九
九
一
年
）。

※
図
１
か
ら
図
３
ま
で
の
画
像
は
、
東
京
国
立
博
物
館
の
提
供　

http://w
w

w
.tnm

.jp/
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